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際市場でのイニシャティブを取れるものと

する。

農業者に農産物検査法に基づく検査以外の

選択肢を可能にするため、下記の事項につい

て、卸取引を含む取引につき、農産物検査に

よるものに加えて、その他の品質確認による

場合も可能とする。

aナラシ交付金、水田活用交付金等、数量品

質の確認が必要な補助金

農産物検査に代わる手法により助成対象数

量を確認することにより支援対象とする。

b産地、品種、産年などの食品表示

食品表示基準上、検査米、未検査米双方を対

農産物検査を要件とする
象に表示義務のある産地に加え、品種、産年、

a：農林水産省

10 補助金・食品表示制度の
生産者、検査・品質確認を行った者などの一

令和 2年度措置 b：消費者庁
定の事実情報の任意表示を可能とする（例：

見直し
品質確認 JAOO（登録検査機関名）、品質確

農林水産省

認 00ライス（農業者名））。農産物検査済み

のものについては、「農産物検査証明による」

旨の表示ができるようにするとともに、農産

物検査を受検しない場合についてその旨の

表示を義務付けることはしない。

また、根拠が不確かな表示がなされた米が流

通することを排除し、消費者の信頼を損ねる

ようなことがないようにするため、検査や取

引に関する記録の保存方法など必要な措置

は食品表示基準等やその運用で担保する。

以上のことを、消費者委員会の意見も踏ま

え、結論を得る。

(8)畜舎に関する規制の見直し

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

a 農林水産省は、国土交通省と連携して、市

街地から離れて建設される畜産業の用に供

する畜舎等を建築基準法（昭和 25年法律第

201号）の適用の対象から除外する特別法に

ついて、令和元年6月の規制改革実施計画に

基づき設けられた「新たな畜舎建築基準等の

あり方に関する検討委員会」の以下の事項を

始めとした令和 2年5月の「中間取りまと

め」の内容を実現するため、所要の法律案を
a:令和 3年上期措

a,b：農林水産

畜舎に関する規制の見直
整備する。

置
省

11 • 新制度はソフト基準とハード基準の組合 国土交通省
し

せにより一定の安全性を確保した上で建
b:令和 4年措置

c：農林水産省

築基準法の特例として措置し、事業者が新
C:令和 2年措置

総務省

築・増改築の際に新制度の活用を選択でき

る仕組みとすること。
． 対象は、市街化区域と用途地域等を除い

た地域に建築される平屋の畜舎、たい肥舎

及び搾乳施設で建築士が設計したものと

すること。
． 手続は、事業者による畜舎の利用及び設

計に関する計画について行政がソフト及
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びハード基準への適合性を確認する仕組

みとし、ハード基準の確認手続は簡素化。

J I S部材でない部材等は、強度試験等を

踏まえ使用する方向で検討。

また、法律案の整備に当たっては、以下の点

に留意する。
． 畜舎等の建築コストの削減、ソフト基準

による人件費の削減を始めとする経営コ

ストの実質的な削減について試算を行い、

法律案により、畜産業の国際競争力の強化

が図られることを明らかにすること。
． 農業者の意見を十分に踏まえること。
． 新制度の下で建設された畜舎が利用基準

に適合しなくなった場合の措置など地方

自治体に対して適切な支援を講じるなど

の対応を検討すること。

b 法律案の整備と並行して、法律案に含ま

れるソフト基準及びハード基準の具体的内

容について、以下の事項を始めとした「中間

取りまとめ」の内容を実現するため検討を行

い、結論を得る。
． 新制度を選択した事業者は、次のA基準

又はB基準を選択可能。
． A基準は、安全面のソフト基準（滞在密

度の規制等の簡易な基準）と現行基準に準

じたハード基準を組み合わせて、現行基準

と同等の安全性を確保。
． B基準は、安全面のソフト基準（作業効

率化による畜舎内滞在時間の削減などを

十分加味した滞在密度の規制等）と現行よ

りも緩和された新ハード基準を組み合わ

せて、畜舎に必要な最低限の安全性を確

保。

また、ソフト基準及びハード基準の具体的内

容の検討に当たっては、「中間取りまとめ」に

記載された「検証すべき事項」に留意する。

c 農林水産省は、総務省の協力も得ながら、

aの法律案に含めるか否かにかかわらず、消

防法（昭和 23年法律第 186号）に基づく各地

域の規制の実態を調査し、これに基づき畜産

業の国際競争力の強化を図るために規制の

見直しを行う必要があるか検討を行う。

(9)改正漁業法の制度運用

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

a 資源回復に向けたロードマップには、管

理目標の設定と漁獲シナリオの決定にとど

まらず、以下を始めとする具体的な対策を盛

り込む。 a:令和 2年度以降

1 2 資源管理 ・大臣管理と都道府県知事管理の漁獲可能量 順次措置 農林水産省

の配分方法 b:令和 2年度措置

•都道府県ごとの漁獲可能量の配分方法
・漁獲割当 (IQ)導入の時期

•関係者（都道府県、漁業者）間での調整方
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